
No.
推奨事業
メニュー

交付対象事業
の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費負
担軽減事業
（中学校）

①物価高騰の影響を考慮し、中学校の給食費について市が負担することで、保護者の経
済的負担を軽減する。
②賄材料費（教職員は除く）
③中学校の給食費無償化
　中学校406円（給食費1食あたり）
　対象数　生徒1,793人
　事業費　146,038,200円≒146,038千円
④中学校に通う生徒の保護者

R7.4 R8.3

2

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費負
担軽減事業
（羽島特別支
援学校等）

①物価高騰の影響を考慮し、羽島特別支援学校の中学部の給食費や小学部の給食費の値
上げ相当分及び西部幼稚園の給食費の値上げ相当分について市が負担することで、保護
者の経済的負担を軽減する。
②賄材料費（教職員は除く）
③（Ⅰ）羽島特別支援学校中学部の給食費無償化
　中学部406円（給食費1食あたり）
　対象数　生徒35人
　事業費　2,913,050円≒2,913千円
　（Ⅱ）羽島特別支援学校小学部の給食費値上げ相当分への補助
　小学部100円（給食費1食あたり）
　対象数　児童44人
　事業費　902,000円≒902千円
　（Ⅲ）西部幼稚園の給食費値上げ相当分への補助
　幼稚園100円（給食費1食あたり）
　対象数　園児36人
　事業費　738,000円＝738千円
　（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）総事業費　4,553千円
④県立特別支援学校、市立幼稚園に通う園児・児童・生徒の保護者

R7.4 R8.3

3

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果が
あると判断す
る地方単独事
業

公共施設光熱
費高騰分支援
事業

①光熱費高騰の影響を受ける直接住民の用に供する公共施設に対し、高騰分を負担する
ことにより、当該施設の安定運営を図る。
②光熱費（電気代及びガス代）
③令和7年度光熱費高騰分相当額
　小中学校及び義務教育学校：19,829千円
　市営斎場：2,338千円
　図書館：1,308千円
　計23,475千円
④小中学校及び義務教育学校、市営斎場、図書館

R7.4 R8.2

4

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費負
担軽減事業
（小学校）
（R6補正分）

①物価高騰の影響を考慮し、小学校の給食費の値上げ相当分について市が負担すること
で、保護者の経済的負担を軽減する。
②賄材料費（教職員は除く）
③小学校の給食費値上げ相当分への補助
　小学校100円（給食費1食あたり）
　対象数　児童3,280人
　全体事業費　67,240千円のうち上半期（令和7年4月～9月）分の30,796千円
④小学校に通う児童の保護者

R7.4 R8.3

5

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費負
担軽減事業
（小学校）
（R7予備費
分）

①物価高騰の影響を考慮し、小学校の給食費の値上げ相当分について市が負担すること
で、保護者の経済的負担を軽減する。
②賄材料費（教職員は除く）
③小学校の給食費値上げ相当分への補助
　小学校100円（給食費1食あたり）
　対象数　児童3,280人
　全体事業費　67,240千円のうち下半期（令和7年10月～令和8年3月）分の36,444千円
④小学校に通う児童の保護者

R7.4 R8.3

6

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

地域医療機関
等物価高騰対
策給付金支給
事業

①物価高騰の影響を受けている医療機関等が継続して医療を提供できるよう、給付金を
支給する。
②給付金、役務費
③（給付金：9,000千円）
医科・歯科診療所、助産所に100,000円、薬局、訪問看護ステーションに50,000円の給付
金をそれぞれ支給する。
・医科・歯科診療所、助産所　100,000円×72施設＝7,200,000円
・薬局、訪問看護ステーション　50,000円×36施設＝1,800,000円
（役務費：55千円）
・郵送代　110円×108通×3回＝35,640円
・振込手数料　178円×108件＝19,224円
計9,055千円×90％（執行見込率）＝8,150千円を交付対象経費に計上
④医科・歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所計108施設

R7.12 R8.3
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7

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

介護保険事業
所等物価高騰
対策給付金支
給事業

①物価高騰の影響を受けている介護・障害福祉サービス事業者等の事業継続を支援する
ため、給付金を支給する。
②給付金、役務費、消耗品費
③（給付金：6,570千円）
・相談系事業所　15,000円×28事業所＝420,000円
・訪問系・通所系事業所　25,000円×102事業所＝2,550,000円
・入居系事業所　50,000円×22事業所＝1,100,000円
・入所系事業所　250,000円×10事業所＝2,500,000円
（役務費：47千円）
・郵送代　110円×162通＝17,820円
・振込手数料　178円×162件＝28,836円
（消耗品費：4千円）
・宛名ラベル　2,848円×1.1＝3,133円
計6,621千円×80％（執行見込率）＝5,297千円を交付対象経費に計上
④介護サービス：90事業所
　 障がい福祉サービス：72事業所

R7.12 R8.3

8

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

保育施設等物
価高騰対策給
付金支給事業

①物価高騰の影響を受けている保育施設等の運営事業者が継続して事業を実施できるよ
う、給付金を支給する。
②給付金、役務費
③（給付金：1,680千円）
1．保育園（私立）・認定こども園（私立）、幼稚園（私立）
　150,000円×4施設＝600,000円
　125,000円×3施設＝375,000円
　100,000円×6施設＝600,000円
2．認可外保育施設（私立）
　15,000円×6施設＝90,000円
3．1・2以外の地域子ども・子育て支援事業実施事業者（私立）
　15,000円×1事業者＝15,000円
（役務費：4千円）
・振込手数料　178円×20件＝3,560円
計1,684千円×90％（執行見込率）＝1,516千円を交付対象経費に計上
④保育園（私立）6、認定こども園（私立）5、幼稚園（私立）2、認可外保育施設（私
立）6、地域子ども・子育て支援事業者（私立）1　計20施設（事業者）
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